
 

議案第１１３号 

 

   甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例制定について 

 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

  令和７年１２月２日提出 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

   する条例 

 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２

月条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

 第２８条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同項第５号と  

し、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第５条の２の８に規定 

するこども家庭ソーシャルワーカー（以下「こども家庭ソーシャルワーカー」 

という。）の資格を有する者 

 第２９条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 ⑸ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

 附 則 

 この条例は、令和８年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

－ 53 －



 

提案理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、母子生活支援施設

の長等の資格に係る所要の改正を行うについては、この条例を制定する必要があ  

る。これが、この条例案を提出する理由である。 
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